
 

                                    

 
 
 
 
 

 

 
【診療報酬等明細書】 

診療月 増減点等 
通知書発送日 

診療報酬等支払日 
支払通知書 
発送予定日 電子請求 紙請求 

2021年 
8月 10月 5日（火） 10月 20日（水） 10月 28日（木） 

【目安】 
支払日の 3営業日前 2021年 

9月 11月 5日（金） 11月 22日（月） 11月 29日（月） 

 
【出産育児一時金】 

提出月 
出産育児一時金支払日 

支払通知書 
発送予定日 正常分娩分 異常分娩分 

2021年 
9月 10月 8日（金） 10月 20日（水） 

【目安】 
支払日の 3営業日前 2021年 

10月 11月 8日（月） 11月 22日（月） 

 
※支払通知書は支払日の 3営業日前を目安に発送予定ですが、前後する場合があります。 
 
                      
 
 
 
 

提出年月 
休日受付対応 

【9：00～17：00】 
受付場所 提出締切日 

2021年 10月 〇 

鳥取県国民健康保険団体連合会 

事務室（鳥取県東部庁舎 5階） 

10日（日） 

      11月 × 10日（水） 

      12月 × 10日（金） 

2022年  1月 〇 10日（月・祝） 

       2月 × 10日（木） 

       3月 × 10日（木） 

 

10月 2日（土）から普通扱いとする郵便物・ゆうメールの土曜日配達が休止されます。 
現在土曜日に配達されているものにつきましては月曜日の配達となりますので、10月 2日（土）以降に郵送に

て請求いただく場合は発送日にご留意ください。 

 

 

 

 

 

【鳥取県国民健康保険団体連合会】 
〒680-0061 鳥取市立川町 6 丁目 176 番地 鳥取県東部庁舎 5 階 
TEL：0857-20-3684（審査課）                          

H P：https://www.kokuho-tottori.or.jp       @torikokuhoren   

請求日程等 

レセプト休日受付日等 

とっとり国保連 Times 

※鳥取県国保連合会では新型コロナウイルスの感染リスク回避のため、対面での受付を避けられるオンライン請求
システムへの切替えを推奨しております。引き続き感染防止のためご協力をよろしくお願いします。 

 
【オンライン請求システムについて】 
オンライン請求システムによる請求の受付時間は以下のとおりです。（土、日、祝日含む） 

   5～7日⇒8：00～21：00  8～10日⇒8：00～24：00 
 
  （不具合等によりシステムの開通時間が変更となる場合がありますので、オンライン請求システムのお知らせを

ご確認ください。） 
 
  ※請求確定後は請求内容の変更はできません。必ずエラーが発生していないかご確認の上、請求確定ボタン

を押してください！ 

Twitter 用 
QR コードはこちら→ 

2021 年 

9 月号 

鳥取県国民健康保険 

マスコットキャラクター 

けんぞうくん 



 

 

✍ 【調剤報酬】一包化加算の算定について（お願い） 
 同一銘柄の同一薬剤で規格のみ異なる薬剤が同時に調剤された場合は 1 種類として取り扱います。以下「算
定例」のような場合、薬剤は 2種類のため一包化加算の算定条件（＝1剤であっても 3種類以上の内服用固形
剤が処方されているとき）に当てはまらず算定不可となりますので、請求の際はご留意ください。 
 算定例 
  1日 1回朝食後服用 
  アジルバ錠 10mg 1錠 
  アジルバ錠 20mg 1錠 
  アムロジピン錠 5mg「明治」 1錠 
 
✍ 【調剤報酬】内服薬調剤料の算定について（お願い） 

 同一有効成分・同一剤形で規格違いの内服薬の場合、内服薬調剤料は 1 剤として算定いただきますようお願
いします。 
 算定例 
  処方①マグミット錠 330mg 1錠 1日 1回朝食後×28日 
  処方②マグミット錠 500mg 1錠 1日 1回夕食後×28日 
 
 

 

 
★レセプトに被保険者証番号の「枝番」の記録（記載）が必要になります。 
 

 令和 2年 3月 27日付厚生労働省告示第百六号で診療報酬明細書等の様式変更が示され、新たに被保険
者証記号・番号の後に「（枝番）」項目が設けられました。 
 被保険者証に「枝番」が記載されていた場合、令和 3 年 8 月診療（調剤）分までのレセプトにつきましては「枝
番」の記録（記載）は不要でしたが、令和 3 年 9 月診療（調剤）分以降はレセプトへ「枝番」の記録（記載）が
原則必要となりますので、請求の際はご留意ください。 
 
【記載例】（令和 3年 9月診療（調剤）分から） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※枝番は「枝番」項目に記録してください。上図の「誤った記録」例のように、「番号」項目に続けて枝番を記録さ

れているレセプトが見受けられますが、その場合は証番号の桁数超過として返戻となりますのでご留意ください。 
※紙レセプトで請求いただいている医療機関につきましては、上図の記載例のとおり、記号・番号記載欄の（枝番）

の後ろに枝番を記載いただきますようお願いします。 

 

 

 

国保連からのおしらせ 

審査委員会からの連絡事項 

とっとり国保連 Times                                               2021 年 9 月号 

鳥取県 
国民健康保険被保険者証 
 
保険者番号：31**** 
記号：1 番号：234    （枝番）00 
氏名：国保 太郎 
生年月日：平成 2年 3月 4日 

正しい記録 
「記号」項目の記録…1 
「番号」項目の記録…234 
「枝番」項目の記録…00 

 
 
 
 
誤った記録 
「記号」項目の記録…1 
「番号」項目の記録…234 00 

   

1・234      00 

1種類の取扱い 薬剤は合計 2種類 ⇒ 一包化加算の算定不可 

1剤として内服薬調剤料 77点を算定 

オンライン請求における ASP機能を拡充しました 
令和 3年 9月請求分より、ASP機能（請求前段階のエラーチェック機能）を変更・拡充し、医療機関等において
請求前に把握していただくエラーのうち、修正可能なエラーを拡大しています。オンライン請求未導入の保険医療
機関の皆様につきましては、この機会にぜひオンライン請求の導入をご検討ください！ 
詳細は、令和 3年 8月 3日付事務連絡「オンライン請求における受付・事務点検 ASP機能の拡充について」、
及び令和 3年 6月分増減点連絡書（令和 3年 8月郵送分）と併せて送付しております「オンライン請求に関す
るお知らせ」をご参照ください。なお、本会ホームページにもお知らせを公開中です。 
 
 
 トップページ              ⇒ 


